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2月 （如月）FEBRUARY

日 月 火 水 木 金 土

11日・建国記念の日
23日・天皇誕生日  

◆  2 月 の 税 務 と 労 務

2 2026（令和8年）

所有不動産記録証明制度　相続登記の申請義務化（令和6年4月～）に伴う環境整備の
一環として設けられた制度で、令和8年2月2日施行。特定の被相続人が登記簿上の所有
者として記録されている不動産を、登記官が一覧的にリスト化し、証明書として交付を
受けることができ、相続登記が必要な不動産を把握する際に役立ちます。

国　税／�令和7年分所得税の確定申告 
� 2月16日～3月16日

（還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／�贈与税の申告� 2月1日～3月16日

（税務署窓口での申告書受付は2月2日から）
国　税／�1月分源泉所得税の納付� 2月10日
国　税／�12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等） 

� 3月2日
国　税／�6月決算法人の中間申告� 3月2日
国　税／�3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 3月2日
国　税／�決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付� 3月2日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第4期分の納付 

� 市町村の条例で定める日
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2 月号─2

　

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
（
以

下「
所
得
税
等
」）の
確
定
申
告
で
は
、

申
告
す
る
納
税
者
の
個
々
の
事
情
を

税
額
の
計
算
に
反
映
さ
せ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
担
税
力
に
沿
っ
た
納
税
額
を
算

出
す
る
た
め
に
、
各
種
の
所
得
控
除

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
適
用

に
当
た
り
、「
生
計
を
一
（
い
つ
）
に

す
る
親
族
」
を
適
用
対
象
と
す
る
控

除
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
相
続
税
の
申
告
で
は
、
被

相
続
人
が
自
宅
や
事
業
用
建
物
の
敷

地
と
し
て
使
用
し
て
い
た
土
地
を
相

続
し
た
場
合
、
評
価
額
を
最
大
80
％

減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
小
規
模

宅
地
等
の
特
例
」
が
あ
り
ま
す
が
、

本
特
例
で
も
「
被
相
続
人
と
生
計
を

一
に
し
て
い
た
被
相
続
人
の
親
族
」

が
居
住
し
て
い
た
宅
地
等
が
、
そ
の

対
象
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
等
ま
た
は
相
続
税
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
「
生
計
を
一
に
す
る

親
族
」
の
要
件
を
正
し
く
理
解
す
る

こ
と
は
税
額
計
算
を
大
き
く
左
右
す

る
重
要
な
要
素
で
す
。
本
号
で
は
、

「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
の
具
体

的
な
判
定
基
準
を
、
所
得
税
等
と
相

続
税
ご
と
に
み
て
い
き
ま
す
。

１　

所
得
税
等
に
お
け
る
判
定
基
準

１　

所
得
税
等
に
お
け
る
判
定
基
準

　

所
得
税
法
上
設
け
ら
れ
て
い
る
各

種
の
所
得
控
除
に
つ
い
て
、「
生
計

を
一
に
す
る
親
族
」
が
適
用
要
件
と

な
る
も
の
は
【
次
頁
表
１
】
の
と
お

り
で
す
。
な
お
、
税
法
上
の「
親
族
」

と
は
、「
六
親
等
内
の
血
族
」、「
配

偶
者
」、「
三
親
等
内
の
姻
族
」
を
い

う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
所
得
税
法
等
で
は
、「
生

計
を
一
に
す
る
親
族
」
と
は
次
の
よ

う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

・　

親
族
が
同
一
の
家
屋
に
起
居
し

て
い
る
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
互

い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、

「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
と
取

り
扱
う
。

・　

勤
務
、
修
学
、
療
養
等
の
都
合

上
、
他
の
親
族
と
日
常
の
起
居
を

共
に
し
て
い
な
い
親
族
で
あ
っ
て

も
、
①
そ
の
親
族
が
勤
務
、
修
学

等
の
余
暇
に
は
他
の
親
族
の
も
と

で
起
居
を
共
に
す
る
こ
と
が
常
例

と
な
っ
て
い
る
場
合
、
②
こ
れ
ら

の
親
族
間
に
お
い
て
、
常
に
生
活

費
や
学
資
金
、
療
養
費
等
の
送
金

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
「
生
計

所
得
税
・
相
続
税

「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」

の
判
定
基
準

　

所
得
税
や
相
続
税
の
申
告
に
お
い
て
、「
生
計
を
一
に
す

　

所
得
税
や
相
続
税
の
申
告
に
お
い
て
、「
生
計
を
一
に
す

る
親
族
」の
判
定
は
控
除
や
特
例
の
適
用
に
直
結
し
ま
す
。

る
親
族
」の
判
定
は
控
除
や
特
例
の
適
用
に
直
結
し
ま
す
。

　

同
居
・
別
居
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
生
活
費
の
送
金
な

　

同
居
・
別
居
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
生
活
費
の
送
金
な

ど
実
態
に
基
づ
く
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
所
得
税
・

ど
実
態
に
基
づ
く
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
所
得
税
・

相
続
税
そ
れ
ぞ
れ
の
判
定
基
準
と
留
意
点
を
整
理
し
ま
す
。

相
続
税
そ
れ
ぞ
れ
の
判
定
基
準
と
留
意
点
を
整
理
し
ま
す
。

を
一
に
す
る
親
族
」と
取
り
扱
う
。

　

以
上
の
と
お
り
、「
生
計
を
一
に

す
る
親
族
」
と
は
、
必
ず
し
も
同
居

を
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
別

居
し
て
い
て
も
、
生
活
費
を
送
金
す

る
な
ど
し
て
「
同
じ
財
布
」
で
生
活

し
て
い
れ
ば
生
計
を
一
に
す
る
親
族

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

別
居
し
て
い
る
親
族
の
生
活
費
や

療
養
費
を
送
金
し
て
、
そ
の
親
族
を

年
末
調
整
に
お
い
て
扶
養
控
除
の
対

象
に
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
銀
行
振

込
や
現
金
書
留
の
送
金
控
を
保
管

し
、
必
要
に
応
じ
て
、
源
泉
徴
収
義

務
者
に
そ
の
控
え
を
提
示
し
、
確
認

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準
備

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２　

相
続
税
・
小
規
模
宅
地
等
の
特

２　

相
続
税
・
小
規
模
宅
地
等
の
特

例
の
適
用
に
お
け
る
判
定
基
準

例
の
適
用
に
お
け
る
判
定
基
準

　

個
人
が
、
相
続
や
遺
贈
に
よ
っ
て

取
得
し
た
財
産
の
う
ち
、
そ
の
相
続

開
始
の
直
前
に
お
い
て
被
相
続
人
ま

た
は
被
相
続
人
と
生
計
を
一
に
し
て

い
た
被
相
続
人
の
親
族
の
事
業
の
用

ま
た
は
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た

宅
地
等
の
う
ち
一
定
要
件
に
該
当
す

る
も
の
は
、
相
続
税
の
課
税
価
格
に

算
入
す
べ
き
価
額
の
計
算
上
、
一
定



3─ 2月号

割
合
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

被
相
続
人
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

相
続
人
が
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

特
例
の
適
用
要
件
は
【
下
表
２
】
の

と
お
り
で
す
。

　

小
規
模
宅
地
等
の
特
例
適
用
に
当

た
り
、「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」

と
の
要
件
の
判
定
基
準
は
所
得
税
法

上
の
基
準
と
同
一
で
す
が
、
二
世
帯

住
宅
に
居
住
す
る
親
子
の
相
続
に
つ

い
て
、
生
計
を
一
に
す
る
親
族
と
し

て
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
が
適
用
で

き
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
裁
決
事

例
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
事
例
で
は
、
１
階
に
子
が
居

住
、
２
階
に
被
相
続
人
が
居
住
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
①
建
物
の
構

造
上
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
居
宅
と

な
っ
て
い
る
こ
と（
区
分
登
記
あ
り
）、

②
水
道
光
熱
費
や
生
活
費
も
独
立
し

て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
相
続
人
で

あ
る
子
に
つ
い
て
は
小
規
模
宅
地
等

の
特
例
に
い
う
「
被
相
続
人
の
居
住

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
宅
地
に
同
居

す
る
親
族
」
と
も
「
生
計
を
一
に
す

る
親
族
」
と
も
認
め
ら
れ
な
い
と
認

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
じ
建
物
に
居
住
し
て
い
る
親
族

で
も
「
同
じ
財
布
」
で
生
活
し
て
い

る
事
実
が
な
け
れ
ば
「
生
計
を
一
に

す
る
親
族
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
が
示
さ
れ
た
事
例
で
す
。

３　

ま
と
め

３　

ま
と
め

　

生
計
を
一
に
す
る
親
族
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、

〇　

子
の
あ
る
方
と
再
婚
し
た
場
合

に
そ
の
子
を
扶
養
控
除
の
対
象
に

で
き
る
か
？
（
そ
の
子
が
16
歳
以

上
で
所
得
が
一
定
額
以
下
、
再
婚

後
の
両
親
と
生
計
を
一
に
し
て
い

れ
ば
控
除
対
象
）

〇　

離
婚
後
、
養
育
費
を
負
担
し
て

い
る
子
を
扶
養
控
除
の
対
象
に
で

き
る
か
？
（
養
育
費
が
扶
養
義
務

の
履
行
と
し
て
一
定
の
年
齢
ま
で

に
限
っ
て
支
払
う
も
の
で
あ
れ
ば
、

生
計
を
一
に
し
て
い
る
と
し
て
控

除
対
象
に
で
き
る
）

と
い
っ
た
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
に
も

関
係
し
ま
す
。
認
定
基
準
を
正
し
く

理
解
す
る
と
と
も
に
、「
同
じ
財
布
」

で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き

る
資
料
の
準
備
が
必
須
で
す
。

【参考資料】
国税庁

タックスアンサー
No.1180
扶養控除

【表 1】生計を一にする親族であることが適用要件とされる所得控除（令和 7 年分）
項番 控除名称 適用対象となる親族等の要件

1 雑損控除 損害を受けた資産の所有者が、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、年間総所得
金額等が58万円以下であること

2 医療費控除 支払った医療費が納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費であること

3 社会保険料控除 支払った社会保険料が納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料
であること

4 障害者控除 納税者と生計を一にする配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者であること

5 ひとり親控除 納税者が、年間合計所得金額が58万円以下の生計を一にする子（他の人の配偶者や扶養親族
とされている者を除く）を有すること

6 配偶者控除 納税者と生計を一にし、年間合計所得金額が58万円以下の配偶者であること（内縁関係・事
業専従者を除く）

7 配偶者特別控除 納税者と生計を一にし、年間合計所得金額が58万円超133万円以下の配偶者（内縁関係・事
業専従者を除く）であること注

8 扶養控除 納税者と生計を一にする16歳以上で、年間合計所得金額が58万円以下の親族（事業専従者を除
く）であること

9 特定親族特別控除 納税者と⽣計を⼀にする19歳以上23歳未満で、年間合計所得⾦額が58万円超123万円以下
の親族（配偶者、事業専従者を除く）であること

注�　他に、①夫婦間で相互に配偶者特別控除を適用していないこと、②配偶者が親など別の親族の源泉徴収において扶養
親族として控除を受けていないなどの要件があります。

【表 2】被相続人と生計を一にしていた相続人が適用することができる小規模宅地等の評価の特例

対象となる宅地等 要　　　　　　　　件 限度面積と
評価額の減額割合

被相続人と生計を一にしていた被相続人
の親族の事業の用に供されていた宅地等
（特定事業用宅地等に該当する宅地等）

①�　相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅
地等の上で事業を営んでいること。
②�　その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

限度面積　400㎡
	減額割合	 80％

被相続人と生計を一にしていた被相続人
の親族の居住の用に供されていた宅地等
（特定居住用宅地等に該当する宅地等）

①�　被相続人の配偶者については取得者の要件なし。
②�　被相続人と生計を一にしていた親族については、相
続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋
に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで
有していること。

限度面積　330㎡
	減額割合	 80％
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　厚生労働省が公表した「技能実習生又は
特定技能外国人を使用する事業場に対して
行った監督指導・送検等の状況」によると、
令和６年に監督指導を受けた事業場のう
ち、技能実習生を使用する事業場では約
73％（11,355件中8,310件）、特定技能
外国人を使用する事業場では約76％
（5,750件中4,395件）で労働基準関係法
令違反が確認されました。
　違反内容の上位は、いずれの事業所でも
「機械設備等の安全基準違反」、「割増賃金
の未払い」、「健康診断後の医師意見聴取の
未実施」などで、安全衛生・賃金・健康管
理の各分野における法令遵守の取組不足が
明らかになりました。
　また、重大・悪質なケースとして、技能
実習関係で16件、特定技能関係で7件が
送検されています。これらの事例は、安全

教育の欠如や危険作業の放置、過重労働、
賃金未払いなどが中心であり、企業の管理
体制の課題が浮き彫りとなりました。
　外国人技能実習生や特定技能外国人を受
け入れる事業所においては、まず労働安全
衛生への対応が最優先といえます。機械設
備の安全基準を満たし、実習生に対する安
全教育を徹底することが不可欠です。
　加えて、時間外労働や休日労働に対する
割増賃金の正確な支払い、健康診断の結果
に基づき医師の意見を聴取し、必要な措置
を講じることが求められます。
　また、雇用契約や就業条件が在留資格や
技能実習計画の内容と一致しているかを確
認し、言語・文化の違いを踏まえた説明や
相談体制の整備を行っていくことも重要で
す。
　監督指導の結果からも明らかなように、
法令違反が生じる可能性は依然として高い
ため、自社の労務管理体制を点検し、記録・
是正措置を通じて法令違反の防止に努めて
いきましょう。

　
日
本
に
お
け
る
男
女
間
賃
金
格
差

は
、
長
期
的
に
見
る
と
縮
小
傾
向
に

あ
り
ま
す
が
、
他
の
先
進
国
と
比
較

す
る
と
依
然
と
し
て
大
き
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
男
女
間
賃
金
格
差
の
現

状
を
踏
ま
え
て
、
更
な
る
縮
小
を
図

る
た
め
に
女
性
活
躍
推
進
法
が
改
正

さ
れ
、「
男
女
の
賃
金
の
差
異
」
の

公
表
義
務
が
令
和
８
年
４
月
よ
り
従

業
員
数
１
０
１
人
以
上
の
企
業
へ
と

拡
大
さ
れ
ま
す
（
こ
れ
ま
で
は
３
０

１
人
以
上
の
企
業
が
公
表
を
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
）。

　
ま
た
、
新
た
に
「
女
性
管
理
職
比

率
」
に
つ
い
て
も
１
０
１
人
以
上
の

企
業
に
公
表
を
義
務
付
け
る
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。

　
従
業
員
数
１
０
０
人
以
下
の
企
業

は
努
力
義
務
の
対
象
で
す
。

女
性
活
躍
推
進
に
向
け
た
公
表
義
務
の
改
正

外国人技能実習生等を使用
する事業場の状況

　令和８年４月より、在職老齢年金制度が
改正されます。この制度は高齢の労働者が
働きながら老齢厚生年金を受給し、報酬と
年金の合計が一定額（支給停止調整額）を
超えるときに、年金額の全部または一部が
支給停止となる仕組みです。この支給停止
調整額が月額62万円（令和6年度価格）に
引き上げられます（令和７年度は51万円）。
　年金受給額を勘案しながら、就労日数や
就業時間の調整を希望する高年齢労働者も
いますので、人事・労務の担当者は今回の
改正内容を把握したうえで、相談に応じる
ための準備を行っていくとよいでしょう。
〈計算例〉
現在：�報酬47万円+厚生年金10万円=57

万円→支給停止調整額51万円を超
える額（6万円）の1/2を支給停止

改正：�合算額57万円が、支給停止調整額
62万円を超えないため、全額支給

2月の労務 ピックアップ  
〈年金制度改正〉 
高年齢労働者の活躍支援


